
 

 
平成24年度、社会保障・税一体改革の一環として、年金関係の４つの法律（年金機能強化法、

被用者年金一元化法、国民年金法等一部改正法、年金生活者支援給付金法）が成立しました。 
 

●制度改正の背景 

（１）社会保障・税一体改革 
現行の社会保障制度の基本的な枠組

みが構築された1960年代に比べ、今日
では、少子高齢化、雇用環境の変化、
家族のあり方の変容、経済の停滞とい
った、社会保障制度の前提となる社会
経済情勢が大きく変わってきています。 
「社会保障・税一体改革」は、こう

した状況変化を踏まえ、社会保障の機
能強化を実施するとともに社会保障制
度の持続可能性の確保を図ることによ
り、全世代を通じた国民の安心を確保
する「全世代対応型」社会保障制度の
構築を目指すものです。この一体改革
の一環として、平成24年度に、年金制
度の改正を行いました。 

 
（２）平成24年度の年金制度改正の背景 

公的年金制度は、社会経済情勢が大き
く変化する中で、 
①国民年金・厚生年金の加入者の変化 
②年金制度の雇用・就労や人生の選択
への影響 

③低年金・無年金者の存在 
④年金制度への不信・不安 
⑤長期的な持続可能性への不安 

という課題に直面しています。 
こうした課題に対応するために、 
①働き方・ライフコースの選択に影響
を与えない一元的な制度 

②最低保障機能を有し、高齢者の防
貧・救貧機能が強化された制度 

③国民から信頼され、財政的にも安定
した制度 

という方向性を目指して改正を行いまし
た。 

 
（３）４法成立の経緯 
 厚生労働省は、平成24年の通常国会に
以下の４法案を提出しました。 
○「公的年金制度の財政基盤及び最低
保障機能の強化等のための国民年金
法等の一部を改正する法律案」（年金
機能強化法案） 

○「被用者年金制度の一元化等を図る
ための厚生年金保険法等の一部を改
正する法律案」（被用者年金一元化法
案） 

○「国民年金法等の一部を改正する法
律等の一部を改正する法律案」（国民
年金法等一部改正法案） 

○「年金生活者支援給付金の支給に関
する法律案」（年金生活者支援給付金
法案） 

 このうち、「年金機能強化法案」と「被
用者年金一元化法案」については、社会
保障改革と税制改革を一括で審議するた
めに設置された特別委員会で審議され、
民主党・自民党・公明党によるいわゆる
３党合意を経て、一部修正され、平成24
年８月10日に成立、８月22日に公布され
ました。 
 「国年法等一部改正法案」と通常国会
会期末に提出した「年金生活者支援給付
金法案」は、通常国会では審議されず、
継続審議となりました。その後、臨時国
会においてこの２法案が審議され、11月
16日に成立し、11月26日に公布されま
した。 
以下、成立した法律について、説明し

ます。 

４ 国民年金の保険料免除 

第８章 平成24年度の年金制度の改正点 
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（１）現在の制度 

平成16年の年金改正では、今後のさら
なる少子高齢化の進展を見据えて、①上
限を固定した上で保険料を引き上げる②
基礎年金国庫負担割合を３分の１から２
分の１へ引き上げる③積立金を活用する
④財源の範囲内で年金の給付水準を自動
調整する、という年金財政のフレームワ
ークを導入しました。そして、５年に１
度行われる財政検証で、この財政フレー
ムワークが機能しているかを確認するこ
とによって、年金財政の持続可能性を確

保する仕組みとしています（図１参照）。 
しかし、平成16年以降、経済、財政状

況が停滞し、今回の社会保障・税一体改
革の前には、この財政フレームワークの
うち、基礎年金国庫負担割合を２分の１
とするための安定財源が確保されていな
い(※１）ことや、年金給付水準を自動調
整する仕組み（マクロ経済スライド）を
行う前提である年金額の特例水準(※２）
の解消が行われていないことが課題とな
っていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）改正の内容 

 

①基礎年金国庫負担割合２分の１の維
持・恒久化 
平成24・25年度の基礎年金国庫負担

割合について、消費税増税により得ら
れる収入を償還財源とする年金特例公
債（つなぎ国債）によって、２分の１
を維持することになりました。そして、
後述する「年金機能強化法」によって、
消費税が引き上げられることに併せて、
平成26年度以降、基礎年金国庫負担割
合を恒久的に２分の１とすることにな
りました（図２参照）。 

 
 

②年金額の特例水準の解消 
年金額の特例水準（※２）を平成25

年10月から３年で段階的に解消するこ
ととなりました（図３参照）。特例水準
の解消は、年金財政を安定化し、現役
世代（将来の年金受給者）の年金額を
確保する観点から必要な措置ですが、
高齢者の方々の生活に対する影響に配
慮して、３年間で段階的に解消するこ
とにしています。 

 
 
 
 

 
 

１ 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律 
（国民年金法等一部改正法） 

（※１）平成21年度から基礎年金国庫負担割合は２分の１となっているものの、安定財源が確保され
ていないため、臨時財源で対応していました。 

（※２）年金額の特例水準 
年金額は、前年の物価等の変動に応じて決まります。しかし、平成12年度から14年度の間は、物

価が下落したにもかかわらず、特例措置として、年金額の減額を行いませんでした。そのため、平成
25年４月現在、支給されている年金額は、本来の額（本来水準）より、2.5%高い水準となっていま
す（特例水準）。 
特例水準の年金が給付されている間は、マクロ経済スライドは、発動しないことになっています。 
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（図１ 現行制度の財政フレームワーク） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
（図２ 基礎年金国庫負担割合について） 
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（図３ 特例水準の解消） 
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①受給資格期間の短縮（平成27年10月施行予定） 

 
（１）現在の制度 

現在の年金制度では、20歳から60歳
に達するまでの間、被保険者として40
年間、保険料を納付する必要がありま
す。そして、年金を受給するためには、
保険料納付済期間と保険料免除期間な
どを合わせた資格期間が、原則として
25年以上必要です。 

 
（２）改正の内容 

今回の改正では、納付した保険料に

応じた給付を行い、将来の無年金者の
発生を抑えていくという観点から、受
給資格期間を25年から10年に短縮する
ことにしました。 
この改正によっても、保険料を10年

納めればよいということではなく、国
民年金保険料は、40年間納付する必要
があることに変わりはありません。 
なお、この改正は、平成27年10月の

消費税の引上げに併せて施行を予定し
ています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

２ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 
国民年金法等の一部を改正する法律    （年金機能強化法） 

＜改正内容＞ 
 
○納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点か
ら、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。 
（対象となる年金） 
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金 
寡婦年金 
上記に準じる旧法老齢年金 

 
○現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過
措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。 

 
○消費税の引上げに併せて施行（平成27年10月） 
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②短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大（平成28年10月施行予定） 
 
（１）現行の制度 

現在の厚生年金・健康保険の制度では、
１日または１週間の所定労働時間が通常
労働者（正社員）のおおむね４分の３以
上（通常の労働者の所定労働時間が週40
時間の場合には30時間以上）の人が適用
を受けることとなっています。しかし、
この条件を満たさない、いわゆる非正規
労働者は、厚生年金・健康保険の適用を
受けることができません。 

 

 
（２）改正の内容 

今回の改正では、短時間労働者の将来
の年金権を確保するという観点から、１
週間の所定労働時間が20時間以上で月額
賃金が8.8万円以上など、一定の条件を満
たす短時間労働者についても、厚生年
金・健康保険の適用対象とすることにし
ました。 
 なお、この改正は平成28年10月から施
行を予定しています。 
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③産休期間中の厚⽣年⾦・健康保険料の免除（平成26年４月施⾏予定）

（１）現⾏の制度

現⾏の厚⽣年⾦・健康保険制度では、

育児休業を取得した被保険者に対して、

①育児休業等期間中の保険料免除②育

児休業等を終了した際の標準報酬⽉額

の改定の特例③３歳未満の⼦の養育期

間における従前標準報酬月額みなし措

置が講じられています。

（２）改正の内容

今回の改正では、産休期間中につい

ても、育休期間と同様、厚⽣年⾦・健

康保険保険料の免除、標準報酬の改定

の特例などを⾏うことにしました。

なお、この改正は平成26年４月から

施⾏を予定しています。

④遺族基礎年⾦の⽗⼦家庭への⽀給拡⼤（平成26年４⽉施⾏予定）

（１）現在の制度

遺族基礎年⾦の⽀給対象は、「⼦のある

妻」または「子」とされていて、いわゆ

る「父子家庭」は支給対象とされていま

せんでした。

（２）改正の内容

今回の改正により、平成26年４⽉以降

に妻を亡くした「子のある夫」も、支給

対象となります。ただし、第３号被保険

者であった配偶者が死亡した場合には支

給しないこととされる予定であるなど、

制度の詳細は、今後、政令等で決められ

ることとなっています。

なお、この改正は、平成26年４⽉の消

費税の引上げに併せて施⾏を予定してい

ます。



 
 
 
 
（１）現在の制度 

現在の年金制度では、一般の会社員などが加入する制度（厚生年金制度）と公務員や私立
学校教職員が加入する制度（共済年金制度）は、保険料率や職域部分を含めた給付内容、制
度設計が異なっていました。このため、かねてから、保険料率や給付内容を統一する必要が
あるとの指摘がなされてきました。 

 
（２）改正の内容 

 今回の改正では、平成27年10月より、被用者年金の大半を占める厚生年金制度に公務員
や私立学校教職員も加入し、２階部分の年金は厚生年金に統一することとしました。これに
より、共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消され
ることになります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の 
一部を改正する法律         （被用者年金一元化法） 

＜主な改正項目＞  
○ 厚生年金に公務員および私学教職員も加入することとし、２階部分の年金は厚生年金
に統一する。  

○ 共済年金と厚生年金の制度的な差異については､基本的に厚生年金に揃えて解消する。  
○ 共済年金の１・２階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3％)に統
一する。  

○ 厚生年金事業の実施に当たっては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私
学事業団を活用する。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計
上する。 

○ 共済年金にある公的年金としての３階部分（職域部分）は廃止する。公的年金として
の３階部分（職域部分）廃止後の新たな年金については、別に法律で定める。 
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○法律の内容 

現行の年金制度において、低年金者が存在するという指摘を踏まえ、社会保障・税一体改
革の３党合意に基づき、低所得の年金受給者に対して、年金生活者支援給付金を支給する制
度が創設されました。 
この制度は、消費税の引上げと併せて平成27年10月に施行を予定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

4 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 
（年金生活者支援給付金法） 
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（参考）主な改正項⽬の施⾏⽇⼀覧

○厚⽣年⾦に公務員及び私学教職員も加⼊し、２階部分は厚⽣年⾦に統⼀する

○共済年⾦・厚⽣年⾦の保険料率（上限18.3%）を統⼀し、制度の差異を解消する

○共済年⾦にある公的年⾦としての３階部分（職域加算）は廃⽌する

改正法の主な内容

○年⾦の受給資格期間を25年から10年に短縮する

○基礎年⾦国庫負担割合２分の１を恒久化する年度を平成26年度と定める

○短時間労働者に対する厚⽣年⾦・健康保険の適⽤拡⼤を⾏う

○厚⽣年⾦・健康保険について、産休期間中の保険料を免除する

平成26年４⽉１⽇(※)

平成28年10⽉1⽇

施⾏⽇

平成27年10⽉１⽇（※）

施⾏⽇

（４）年⾦⽣活者⽀援給付⾦の⽀給に関する法律（平成24年法律第102号）

○年⾦受給者のうち、低所得⾼齢者・障害者等に福祉的な給付を⾏う

改正法の主な内容

法律の主な内容

○追加費用削減のため、恩給期間にかかる給付について27%引き下げる

○平成24・25年度の基礎年⾦国庫負担割合を、年⾦特例公債により２分の１とする

（３）国⺠年⾦法等の⼀部を改正する法律等の⼀部を改正する法律（平成24年法律第99号）

○遺族基礎年⾦の⽗⼦家庭への⽀給を⾏う

平成26年4⽉1⽇

改正法の主な内容

（※）消費税の引上げと併せて施行される

改正の主な内容と施⾏⽇

○年⾦額の特例⽔準（2.5%）について、平成25年度から27年度までの３年間で解消す

る
平成25年10⽉1⽇

（１）公的年⾦制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国⺠年⾦法等の⼀部を改正する法律（平成24年法律第62号）

（２）被⽤者年⾦制度の⼀元化等を図るための厚⽣年⾦保険法等の⼀部を改正する法律（平成24年法律第63号）

公布⽇(平成24年11⽉26⽇)

平成26年４⽉１⽇(※)

施⾏⽇

平成25年8⽉1⽇

平成27年10⽉1⽇

施⾏⽇

平成27年10⽉１⽇(※)
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